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長期入院精神障害者の地域生活への移行を促進するための
介護保険担当部局等との連携について

ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、１年以上の長期にわたり入院している精神障害者の地域移行に関しましては、約２０

人の長期入院精神障害者のうち、約半数が６５歳以上の高齢者であることから、現在各市町

において策定中の次期介護保険事業計画においては、長期入院精神障害者の地域移行を踏

えて介護サービス量を見込む必要が出てまいります。

『般、 厚生労働省より、都道府県介護保険担当部局を通じて各保険者に対し、 具体的な見

み方の手法に係る事務連絡が発出されましたので、情報提供申し上げます。

つきましては、 貴会におかれましても本内容をご了知いただき、 貴会傘下の郡市区医師会

しくお願い申し上げます。

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の改正（案）について

（平２６．１０．２４

　

事務連絡

　

厚生労働省老健局介護保険計画課計画係）
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写



　

事
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平成２６年１０月 ２４日

各都道府県介護保険事業 （支援） 計画担当者

　

様

厚生労働省老健局介護保険計画課 計 画 係

「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための
基本的な指針」 の改正 （案） について

　

高齢者保健福祉行政の推進につきまして、 日頃より格別のご理解を賜り厚く御礼申し上げます。

　

「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の改正（案）につ
いては、本年７月 ２８日に開催された全国介護保険担当課長会議においてお示ししたところですが、
今般、障害保健福祉部精神・障害保健課より、別添の事務連絡が発出されたことに伴い、改正（案）

に障害福祉計画との調和に関する規定を別紙のとおり追加する方向で検討を進めておりますので、
お知らせします。

　

また、介護保険事業（支援）計画の策定に当たっては、障害（精神保健福祉）担当部局とも連携
を図りつつ、別添の事務連絡を参考に必要な介護サービス量を見込むとともに、養護老人ホーム及

び軽費老人ホームなどの活用も検討されるよう、 あわせて保険者への周知をお願いいたします。

　

なお、 今後、 標記の指針 （案） については、 先般告示された 「地域における医療及び介護を総合

的に確保するための基本的な方針」等を踏まえ、必要な修正をした上で、年内から年明けを目途に

告示する方向で検討を進めてまいります。

（問い合わせ先）
厚生労働省老健局介護保険計画課

　

内山
計画係 林・岡
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御ｊ紙）

追加箇所一覧

全国介護保険担当課長会議資料①

　

ｐ８１

６

　

他の計画との関係 … （

　　

追加）

　　　

市町村介護保険事業計画は、 市町村老人福祉計画と一体のものとして作成され、 市町村計画との整

　　

合性が確保されたものとし、市町村地域福祉計画（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第百七条

　　

に規定する市町村地域福祉計画をいう。以下同じ。）、市町村障害福祉計画（障害者の日常生活及び社

　　

会生活を総合的に支援するための法律 （平成十七年法律第百二十三号。 以下「障害者総合支援法」と

　　

いう。）第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。以下同じ。）又は健康増進計画（健康

　　

増進法（平成十四年法律第百三号）第八条第二項に規定する市町村健康増進計画をいう。）その他の法律

　

の規定による…
（四） 市町村障害福祉計画との調和 … （６ （四） として追加し、 従来の （四） ～ （七） を

（五） ～ （八） に変更）

　

市町村障害福祉計画においては、高齢者を含む障害者の自立支援の観点から、 精神科病院から地

域生活への移行を進めることとしており、 高齢の障害者が地域生活へ移行し、又は地域生活を維持

及び継続するため、 介護給付等対象サービス等を必要に応じて提供していくことも重要である。

　

こうした観点から、 市町村介護保険事業計画については、市町村障害福祉計画との調和が保たれ

たものとするとともに、都道府県障害福祉計画（障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都

道府県障害福祉計画をいう。 以下同じ。） における高齢者を含む入院中の精神障害者の地域生活への

移行に係る成果目標の達成に向けた取組に留意すること。

全国介護保険担当課長会議資料①

　

ｐｌ０４

６

　

他の計画との関係 … （

　　

追加）

　　

都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成され、都道府県

　　

計画及び医療計画（医療法第三十条の四に規定する医療計画をいう。 以下同じ。）との整合性が確保さ

　　

れたものとし、地域福祉計画（社会福祉法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画をいう。 以

　　

下同じ。）、都道府県障害福祉計画、都道府県医療費適正化計画（高齢者医療確保法第九条第一項に規

　

定する都道府県医療費適正化計画をいう。 以下同じ。）、 健康増進計画 …

（五）都道府県障害福祉計画との調和 … （６ （五） として追加し、 従来の （五） ～ （十） を

（六） ～（十一） に変更）

　

都道府県障害福祉計画においては、高齢者を含む障害者の自立支援の観点から、精神科病院から

地域生活への移行を進めることとしており、高齢の障害者が地域生活へ移行し、又は地域生活を維

持及び継続するため、 介護給付等対象サービス等を必要に応じて提供していくことも重要である。

　

こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県障害福祉計画における

高齢者を含む入院中の精神障害者の地域生活への移行に係る成果目標等との調和が保たれたものと

すること。
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平成２６年１０月２４日

各都道府県精神保健福祉担当者

　

様

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

精神・障害保健課

長期入院精神障害者の地域生活への移行を促進するための

介護保険担当部局等との連携について

　

精神保健福祉行政の推進につきまして、 日頃より御協力賜り厚く御礼申し上げます。

　

さて、 １年以上の長期にわたり入院している精神障害者 （以下 「長期入院精神障害者」

という。） については、 その地域生活への移行を更に進めるため、 本年３月から 「長期入院

精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」 を開催し、 本年７月に具体的方

策の今後の方向性が取りまとめられました。

　

本取りまとめにおける提言については、 本年度中に取り組むもの、 中長期的課題として

取り組むもの等様々ありますが、 可能なものから可及的速やかに取り組んでいく必要があ

ると考えています。

　

精神障害者については、 約２０万人の長期入院精神障害者のうち、 約半数が６５歳以上の

高齢者であることから、 地域移行する精神障害者にも高齢者が含まれると考えられます。

退院後には、 介護保険サービスを利用することも考えられることから、 同検討会における

「都道府県及び市町村において、 介護保険事業 （支援） 計画を策定するに当たって算出す

る必要サービス量を見込む際に、 入院中の精神障害者のニーズを踏まえたものとするよう

取り組む。」 という提言を踏まえ、 各都道府県におかれましては、 下記を参考に介護保険担

当部局、 管内市町村と連携を図っていただきながら適切に取り組んでいただきますようお

願いいたします。

精神障害者の地域生活への移行を促進するためには、退院後の居住の場の確保や地域生

活を支えるサービスの確保等も必要であることから、 現在その方策を検討中であり、 今後

具体化したものから順次示す予定としておりますが、 本事務連絡は、 まずは、 地域移行す

る高齢精神障害者数、 それに伴う介護サービスの見込量、 その推計に当たっての都道府県

及び市町村の役割について整理したものであることを御承知おきください。

　

なお、 本事務連絡については、 厚生労働省老健局介護保険計画課と協議済みであること

を申し添えます。

担当；厚生労働省

　

社会・援護局障害保健福祉部

精神・障害保健課

　

企画法令係

ＴＥ Ｌ：０ ３一 ５２５３一１１１１（内線；３０ ５５、 ２２９７）



記

１

　

全国で地域移行する精神障害者の目標数及びそのうちの高齢の精神障害者の推計数に

　　

‘）し、て

　

第４期障害福祉計画 （平成２７年度から平成２９年度） に係る国の基本指針においては、
精神科病院から地域生活への移行促進に向け、 以下の成果目標 （平成 ２９ 年度までの目標）

を設定することが適当としている。

　　

①入院後３ヶ月時点の退院率を６４％以上とする。（平成２１年から２３年の平均５８．４％）

　　

②入院後１年時点の退院率を９１％以上とする。（平成２１年から２３年の平均８７．７％）

　　

③入院期間が１年以上の長期在院者数を平成２４年６月末時点から１８％以上減少。

　

③を達成した場合、 全国で地域移行する精神障害者数は３．６万人 （平成２４年６月末時点

の長期在院者数 （約２０万人＊１） の１８％） であり、 仮に、 各年齢層で同じ割合で退院する

という仮定 （退院者の年齢構成；長期在院者の年齢構成＝約半数＊２） を置くと、 全国で地

域移行する高齢精神障害者数は１．８万人 （３．６万人の約半数、 総人口１億２，７００万人との比

から人口１万対約１．４人）となる。 ただし、この中には、認知症患者を含むとともに、要介

護認定非該当や要支援の者も含まれる。
＊１

　

平成２４年度精神保健福祉資料 （６３０調査、 精神科病院及び精神科診療所等を利用す

　　

る患者の実態等を把握し、 精神保健福祉施策推進のための資料を得ることを目的に、

　　

当課が毎年６月 ３０日現在の状況報告を都道府県及び指定都市に依頼するもの。） によ

　

る。

＊２

　

平成２３年患者調査による。

２

　

各都道府県で地域移行する高齢の精神障害者の推計数及びその状況の参考指標につい
て

　

各都道府県においては、障害福祉計画において長期入院精神障害者の減少目標を設定
する。

　

その際、 目標設定した退院者数には、 高齢の精神障害者が含まれることから、 設定し

た目標値に応じて、 市町村別に見込まれる高齢の精神障害者の退院者数とその状況の参

考指標 （例えば、 要介護度別の内訳等の推計） を都道府県の介護保険担当部局に情報提

供する。 この時、 介護保険のサービス量の見込みは、 介護保険の保険者が年度ごとに見

込むことから、 計画期間中の各年度の退院者数の配分等も示すこと。

　

各都道府県で地域移行（退院） する高齢の精神障害者の推計数及びその状況の参考指
標の推計に当たっては、 別添１むこ示す在院期間別患者数を踏まえ、 地域の実情に応じて

別添２の１枚目に示す推計手法例などを参考に推計されたい。



３

　

高齢長期入院精神障害者の地域移行による必要な介護サービスの見込量の推計につい

て

　

介護保険事業 （支援） 計画は、 保健福祉医療に関する計画と調和を図ることとされて

いることから、 障害福祉計画において定められた地域生活への移行に係る成果目標との

調和を図るため、 それぞれの保険者ごとに見込まれる高齢の精神障害者の退院者数や状

況に応じて、 認定者数や必要と見込まれる介護サービスの量を見込むものとする。

　

その際、 介護保険計画課より介護保険の保険者に配布されている 「（確定版） 介護保険

事業計画用ワークシート」 についても活用が可能である。

　

また、 介護保険の保険者が必要な介護サービスの見込量を推計するに当たっては、 地

域移行する高齢の精神障害者は精神症状が一定程度安定している場合も多いことから、
例えば、 管内の高齢者のサービス利用の現状等を参考にすることが考えられる。

上記２及び３については、 都道府県精神保健福祉担当部局が、 都道府県介護保険担当部

局を通じて、 予測される退院者数等の状況を介護保険の保険者に情報提供するなど担当部

局間の連携を図って適切に取り組む必要があることから、 それぞれの役割と一連の流れに

ついてその一例を別添２のとおり推計手法例として作成したので、 参考としていただきた

　　　

４

　

介護保険事業 （支援） 計画の基本指針について

　

第６期介護保険事業 （支援） 計画 （平成２７年度から平成２９年度） に係る基本指針につ

いては、 その （案） が平成２６年７月 ２８日に開催された全国介護保険担当課長会議におい

て示されているところであるが、 今後、 上記を踏まえて次のように、 都道府県障害福祉計

画及び市町村障害福祉計画との調和を図る旨の規定を盛り込む予定であるので御了知いた

だきたい。

併せて、老健局介護保険計画課から各都道府県の介護保険担当部局宛ての別添３の事務

連絡も御参照いただきたい。
＜介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針 （案） ＞

○市町村障害福祉計画との調和 （第二

　

一

　

６

　

他の計画との関係）

　　

市町村障害福祉計画においては、 高齢者を含む障害者の自立支援の観点から、 精神

　

科病院から地域生活への移行を進めることとしており、 高齢の障害者が地域生活へ移

　

行し、 又は地域生活を維持及び継続するため、 介護給付等対象サービス等を必要に応

　

じて提供していくことも重要である。

　　

こうした観点から、 市町村介護保険事業計画については、 市町村障害福祉計画との

　

調和が保たれたものとするとともに、 都道府県障害福祉計画 （障害者総合支援法第八

　

十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。 以下同じ。） における高齢者を

　

含む入院中の精神障害者の地域生活への移行に係る成果目標の達成に向けた取組に留

　

意すること。



○都道府県障害福祉計画との調和 （第三

　

－

　

６

　

他の計画との関係）

　

都道府県障害福祉計画においては、 高齢者を含む障害者の自立支援の観点から、 精

神科病院から地域生活への移行を進めることとしており、 高齢の障害者が地域生活へ

移行し、 又は地域生活を維持及び継続するため、 介護給付等対象サービス等を必要に

応じて提供していくことも重要である。

　

こうした観点から、 都道府県介護保険事業支援計画については、 都道府県障害福祉

計画における高齢者を含む入院中の精神障害者の地域生活への移行に係る成果目標等

　

との調和が保たれたものとすること。



１別添１１
都道府県別・指定都市別の在院期間別患者数

　　　　

鷹隣勘
脚畑′鯛綱鯛灘獅痴－鯛鯛聴聞獅爾伽堀堀繊細鰯鯛鯛榔鯛｝脚「鯛蜘鵬蹴那加鰯加略晒鰯′姻棚’鰍欄・鯛馴廓跳鯛蜘矧臓

　

　　　

　　

　　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

）

　

合

　

　

　

　

　

　　

　

　

　

　

　　

　

　　　　

　

　

一月＝

　　

１

　　

２
十十
十
十

　　

鰯“

　

握岨稲

　

総
３００
繊
細
櫛
郷
潮
鋤
鯛
繊
価
弼
鵬
１４３
郡
３６６
３３５

細
鯛
５４０
嫌
柵
５３４
爾
惣
跳
網
棚
２９３
鰯
１９１
焔
嫌
９０４
５５８
５８９
鰯
槻
鰯
駿
３９７
８６４
８６３
繊
細
鵬
瑠
醐‐

　

　

　　　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

別

　

１
５

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　　
　

　
　
　
　　　　

　　

未

　　

月

　　　　

Ｌ

　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

，
，

　　　

逼

　　　　　　　　　　　　　　　

川

　　　　

．

；

．

　　　　　　　　　

山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

島

　　　　　　　

海
森
手
．
桝
田
修

　　

三
、
器
≧
≦
ー
ー
≧
」
ー
≠
～
Ｉ
Ｅ
犀
奈

　　　　

Ｆ

，
べ
一
転
」
島
コ
話
”
浸
削
岡
貨
崎
・
小
分
崎
児
縄
計

　　　　　　

北
青
岩
」呂
秋
山
福
次
栃
群
埼
千
果
神
新
富
石
福
山
長
吸
静
愛
＝
滋
京
大
兵
奈
ー棚
鳥
島
岡
広
山
徳
香
愛
高
福
佐
長
編
大
宮
鹿
沖
合

綱中

　　　

６０８

　　　　

７１４

　　　　

４４４ ５７６

　　　

１，９３９

　　　　

８７８

　　　　

７７９ ６３１

　　　　

６，５６９

　　　　

４，２２７鵬市

　　　

２２４

　　　　

２６８

　　　　

１９７ ２３７

　　

８８４

　　　　

２８７

　　　　

１３９ １２６

　　　　　

クヌＲク

　　　　

１，４３６１Ｕ
Ｌさ ヒま市

　　　

ｌｉｌ

　　　　

ｌ０３

　　　　　

６４

　　　　　

９５

　　

２９２

　　　　

１４５

　　　　

１１６ １１３

　　　　

１，０３９

　　　　

６６６
千 中

　　

１２４

　　　　

１９２

　　　　　

８５ １００

　　

２３６

　　　　

１３５

　　　　

１２２ １４６

　　　　

１．１４０

　　　　　

６３９
横 中

　　　

５２３

　　　　

４８４

　　　　

３５８ ４３４

　　　

１，１０４

　　　　

４３３

　　　　

４０２ ２３１

　　　　

３，９６９

　　　　

２．１７０＝＝ 中

　　

１８０

　　　　

１６３

　　　　

１０６ １０８

　　

３３８

　　　　

１２９

　　　　　

９７ １２０

　　　　

１，２４１

　　　　　

６８４
相 ′示巾

　　　

９３

　　　　

１１５

　　　　　

８１

　　　　

８７

　　

３１５

　　　　

１４８

　　　　　

６２

　　　　　

４０

　　　　　

９４１

　　　　　

５６５
新 市

　　

１４３

　　　　

２３１

　　　　

１１７ １７２

　　

６４４

　　　　

３４７

　　　　

３６３ ４３２

　　　

２，４４９

　　　　

１，７８６静 市

　　　

８５

　　　　

１０２

　　　　

４７

　　　　　

７７

　　

２２４

　　　　　

９４

　　　　　

７３

　　　　

１１８

　　　　

８２０

　　　　　

５０９
浜 市

　　　

１６７

　　　　

１８９

　　　　

１１５ １３０蜘 鰯 価．名 座中

　　

３３２

　　　　

４３５

　　　　

２４７ ３１０酬 鯛 痴示 中

　　

２３０

　　　　

２７７

　　　　

２０５ ２４２－ 鯛 姻人 而

　　　

８７

　　　　　

７０

　　　　

１５

　　　　　

４ … ｍ

　

．１１
堺

　　　

・

　　

３２２

　　　　

３４９

　　　　

１７８ １８０－ 鰯 鰯神 中

　　

３３１

　　　　

４３８

　　　　

２６３ ３０２醐 獅 獅岡山市

　　

２６１

　　　　

２９７

　　　　

２２２ ２３６唖 鯛 獅広島市

　　

３００

　　　　

３４８

　　　　

１９７ ２１８醐 鰯 鯛ヒ九州市

　　

２９９

　　　　

３５９

　　　　

２８７ ３１４闘 鰯 瀬福間中

　　

３４５

　　　　

４３４

　　　　

２８７ ３３０－ 鰯 ’鯛
長傘叩 鑓雨

凝一
２
＝↓

７ー距…一．
躍細鰍 ３２７謝踊躍

明８
ｒ 棚． 爾

７８６



１別添２１

長期入院精神障害者の退院促進による介護サービスの見込み量の推計手法例

１．退院する高齢の長期入院精神障害者数（市町エ村別）を推計

（①～④都道府県精神保健福祉担当部局→⑤都道府県介護保険担当部局→市町村介護保険担当部局等介護保
険 者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

① 精神保健福祉資料（６３０調査）から、各都道府県の長期入院精神障害者数を把握。

②

　

各都道府県の第４期都道府県障害福祉計画（Ｈ２７～２９）における長期入院精神障害者の減少目標（Ｈ２９まで）
に基づき、平成２９年までに退院する高齢の長期入院精神障害者数を推計。

（留意点）
※

　

平成２４年から平成２６年までに長期入院精神障害者が減少していると見込まれる場合は、その減少分を勘案。
※

　

６５歳以上高齢者の割合は各都道府県の実情を踏まえて推計することが望ましいが、これに依りがたい場合は、退院する者の年齢

　

層は、入院中の者と同じ割合（全国ベースで約半数：参考を参照）という仮定を置いて、推計しても差し支えない。
※

　

第４期障害福祉計画における国の長期入院精神障害者数の減少目標を達成した場合、全国で退院する長期入院高齢精神障害

　

者数は１‐８万人であり、総人ロ１億２，７００万人との比から人ロ１万対約１．４人である。

③

　

各都道府県内（※）の市町村人口比率等に基づき、市町村別の退院する高齢の長期入院精神障害者数を推計。
※

　

指定都市の推計については別添１の指定都市別の内訳を活用し、他の市町村については、市町村の人口比率等に基づき推計し

　

ても差し支えない。

④ 市町村別に退院する長期入院精神障害者の状況（要介護度別の内訳等）を推計。その際、各年度の配分も示
す。

（留意点）
※

　

退院者の状況の推計に当たっては、都道府県に既存の独自調査があれば、それを利用しても差し支えない。なお、高齢の長期入

　

院精神障害者（入院期間が５年以上）の要介護度の分布については、【別紙１１を参照。
※

　

各年度の配分については、例えば、均等に３分の１ずつなど、地域の実情に応じて配分されたい。

⑤

　

推計値を都道府県介護保険担当部局を通じて介護保険者へ提供。
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２．退院玄る高齢精神障害者の介誰サービス見込み量の推計 （市町村介護担当部局等介護保険者）

　

○

　

退院する高齢精神障害者は精神症状が一定程度安定している場合も多いことから、例えば、管内の高齢者
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退院する高齢精神障害者は精神症状が一定程度安定している場合も多いことから、例えば、管内の高齢者
の介護サービス利用の現状等を参考に、退院する高齢精神障害者の介護サービス見込み量を推計。

○

　

この際、介護保険計画課より介護保険の保険者に配布されている「（確定版）介護保険事業計画用ワーク
シート」においては、次のような活用方法が考えられる。

　

・ 認定者数の推計に当たっては、Ａシートで「要支援１、２、要介護１～２、３～５」の区分で認定者数を増減させる機能があるの

　

で、提供を受けた各年度の要介護度ごとの認定者の増加数について、この区分で整理して認定者数を増加させる。

　

・ 施設・居住系サービスの見込量の推計に当たっては、Ｂシートで要介護度ごとに各年度の利用者数を入力する仕組みである

　

ので、利用が見込まれるサービスの利用者数を増加させる

　

・ 在宅サ．ビスの見込量の推計に当たっては、Ｃシートで「要支援１、２、要介護１～２、３～５」の区分で利用者数を調整する機

　

能があるので、利用が見込まれるサービスの利用者数をこの区分ごとに整理して利用者数を増加させる
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※

　

要介護度別の状況等から介護サービス量を見込む際には、高齢精神障害者の介護サービス利用の現状に係る既存の独自調
査があれば、それを利用しても差し支えない。

※

　

高齢の長期入院精神障害者の退院実例（退院先、要介護度等）については、【別紙２１を参照。
※

　

退院が見込まれる高齢精神障害者の一部に認知症の者が含まれる場合は、管内の認知症高齢者の介護サービス利用の状
況を参考にすることも考えられる。なお、介護サービスを利用する認知症高齢者の割合（全国状況）については【別紙３１を参照。



　

（参考）精神病床に１年以上入院している患者の年齢構成

　

１年以上入院患者数は減っているが、高齢者の割合は増加
単位：千人

　

２２．３万 人
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資料：患者調査Ｈ２３年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている
図中には認知症患者を含むとともに、要介護認定非該当や要支援の者も含まれる。

※第４期障害福祉計画 （平成２７年度～２９年度） においては、 平成２９年６月末時点の長期在院者数を里

　

成２４年６月末時点から１８％以上減少することを成果目標としており、 これに基づき、 地域生活への
移行を図ることとしている。



５年以上入院している高齢精神障害者の【別紙１１

要介護認定状況（認知症除く）
平成２４年度厚生労働省

　

障害者総合福祉推進事業
「高齢精神障害者の退院支援の推進に関する調査について」

【目的】

　

高齢長期入院精神障害者の地域移行の支援を行うために、病院職員間や病院職
員と地域の関係者との間での情報の共有と連携の方法論や、実態調査で現状での問
題点や改善の方向性を模索する。

【対象と方法】

　

３６４医療機関、入院精神障害者４，４４０人を対象に、アンケート調査を実施。

申請なし

　

Ｅ該当

　

要支援１

　

要支援２

　

要介護１

　

要介護２

　

要介護３

　

要介護４ 要介護５

　　

総数

３，７２４人

　　

３５５人

　　

３５人

　　　

２１人

　　　

８１人

　　　

４８人

　　　

７６人 ３９人

　　　

６１人

　　

４，４４０人

　

８３．９％

　　　

８．０％

　　　　

０．８％

　　　　

０．５％

　　　

１．８％

　　　

１．１％

　　　

１・７％

　　　　

０．９％

　　　

１．４％

　　　

１００９も

未申請者について、調査を行った各医療機関が当該精神障害者の
介護度を予想した結果を基に再配分

非該当

　

要支援１

　

要支援２

　

要介護１

　

要介護２

　

要介護３

　

要介護４ 要介護５

　

総数

１，０１２人

　

５１０人

　　

４８０人

　　

６２０人

　　

４９１人

　　

５０６人 ４１３人

　　

４０８人

　

４，４４０人

２２．８％

　　　

１１．５％

　　　

１０．８％

　　　

１４．０％ １１・１％

　　　

１１．４％

　　　

９．３％

　　　

９・２％

　　　

１０

　

９も



高齢の長期入院精神障害者の退院実例

　　　　　　　

【別紙２１
Ａ病院

○過去数年間の長期入院精神障害者の退院者：７１人
うち

　

６５歳 以 上 の 者

　　　　

：７人

うち

　

地域生活へ移行した者：５人
○地域生活へ移行した５人の概要は、以下のとおり（他の２人は転院）。

退院時の
年齢 性別 入院

年数 主病名 退院先 要介護度 介護保険サービスの

　　

利用状況
１
１ ７５歳 男 １年 認知症 ア′｛－－ト 要介護１ なし
２ ６６歳 男 １年 広汎性発達障害 有料老人ホーム 要介護１ 訪問介護
３ ６３歳 女 ２年 統合失調感情障害 サービス付き高齢者向け住宅 要介護３ なし
４ ７８歳 男 ２６年 統合失調症 有料老人ホーム 要介護２ 訪問介護
５ ７６歳 男 ２６年 統合失調症 老健施設 要介護３ 老健施設

退院時の年齢 性別 入院年数 主病名 退院先
一
１１ ６７歳 男 ３８年 統合失調症 養護老人ホーム
２ ７３歳 女 ８年 統合失調症 ケアハウス
３ ７２歳 女 １６年 統合失調症 養護老人ホーム
４ ８１歳 女 ７年 うつ病 特別養護老人ホーム
５ ６５歳 男 ７年 統合失調症 救護施設
６ ７２歳 女 ２７年 繰うつ病 宿泊型自立訓練事業所

Ｂ相談支援事業者
○過去数年間の６５歳以上
○その概要は、以下のと



介護サービス利用する認知症高齢者の割合
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福祉用具貸与；≦

　　　　　　　

　

　　

短期入所生活介護

　

｝国璽１４．８％ｒ

　　　　　　　

　

　　

短期入所療養介護一国国璽圏２０．６

　　

居宅療養管理指導

　

，圃雇圏団扇２０．６

特定施設入居者生活介護

　

顔面顧１８．２％

定期巡回

　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　

居宅介護支援

　

極囲駆唖ー腿馴蝋鷺３１．５％…

　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　

　
随時対応型訪問介護看護

　

廻国ｉ嗣耐震２３．９％

　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

夜間対応型訪問介護Ｆ縄隊醐－Ｍ－融－獅磯解き４２．４％

認知症対応型通所介護２．７％

　　　　　　　　　

３７．８％

　

複合型サービス

　　

介護福祉施設

　　

介護保健施設

介護療養型医療施設

０．０％

。町÷÷÷÷÷２２．７％

１５．０％‐

　

Ｊ

ｏ『÷‐‐１５．６％

　　

ｉ

２０．０％ ４０．０％ ６０．０％ ８０．０％ １００．０％

園自立・１

□ｍ以上

【別紙３１

※介護サービスについては平成２５年１２月の利用実績について集計
※介護認定結果データについては平成２６年４月１５日時点で集計
※認定結果データを保険者から受信している被保険者を対象に集計しているため、認定結果を受信していない場合は、サービスを利用していても集計に反映されない
※認知症高齢者の日常生活自立度は、認定結果データにおける審査時点の状態

○

　

各介護サービスを利用する要介護認定者のうち、一次判定時の認定調査結果における認知症高齢
者の日常生活自立度のロ以上の割合は、各サービスにおいて多く占めている。

６




